
令和 8年度 特定健康診査受診率向上対策業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

加須市国民健康保険における令和６年度特定健康診査受診率は４０．３％であり、加須市国民健康保 

険第３期データヘルス計画に掲げる令和１１年度の目標受診率６０％とは大きな乖離がある状況であ 

る。本業務は、事業者が有する専門的知見や受診勧奨に関するノウハウを活用し、過去の健診データや 

受診行動分析等に基づく効果的な受診勧奨を実施することにより、健診未受診者の行動変容を促し、受 

診率の継続的な向上を図ることを目的とする。 

なお、本業務は単年度の取組にとどまらず、次年度以降の継続的な受診率向上を見据えた提案を求め 

るものである。 

 

２ 業務概要 

(１)業務名 

令和８年度 特定健康診査受診率向上対策業務委託 

(２)業務内容 

別添「仕様書」のとおり 

(３)履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

(４)委託上限額 

８,２９７,２５６円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

※委託料には、人件費、郵送料、印刷製本費、通信運搬費、機器リース料等、本業務実施に係る全 

ての経費を含むものとする。 

※委託料の支払いは、業務完了後、完了検査を行った上で支払うものとする。ただし、加須市会計 

規則第７６条の規定により、受託者から部分払いの請求があり、かつ、市が必要と認めた場合は、 

既に完了した業務に相応する委託料を部分払いすることができる。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者（以下「参加希望者」という。）は、次に掲げる要件の全てを満たす 

者とする。 

(１)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

(２)加須市暴力団排除条例（平成２４年加須市条例第５１号）に基づく措置を受けていない者。また、 

 法人及び法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

 第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる活動を行って 

 いる者でないこと。 

(３)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１ 

 １年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の 

 決定又は再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者を除く。 

(４)破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。 



(５)公募開始日から受託候補者決定日までの間において、加須市から指名停止を受けていない者。 

(６)加須市競争入札参加資格者名簿に登録がある者。 

(７)国税、県税、市税及び社会保険料に滞納がない者。 

(８)仕様書に定める業務内容について、十分な遂行能力を有し、適正に執行できる体制を有する者。 

(９)個人情報の取扱いに関して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマ 

ーク（ＪＩＳ Ｑ １５００１）を取得している者。 

(１０)情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳ 

Ｑ ２７００１）の認証を取得している者。 

 

４ 委託業者選定スケジュール 

内容 日程 

公募開始 令和８年３月１０日（火） 

質問受付期限 令和８年３月１７日（火）１７時まで【必着】 

質疑回答公表 令和８年３月２４日（火） 

参加申込書類・企画提案書・見積書提出期限 令和８年３月３０日（月）１７時まで【必着】 

プレゼンテーション審査 令和８年４月 ７日（火）※時間は別途通知 

審査結果公表 令和８年４月１４日（火） 

契約締結 令和８年４月下旬 

※日程は予定であり、やむを得ない事情により変更となる場合がある。 

 

５ 手続き等 

(１)要領等の配布 

ア 配布期間 

令和８年３月１０日（火）から３月３０日（月）まで 

イ 配布場所 

加須市公式ホームページ 

ウ 配布書類 

・公募型プロポーザル実施要領 

・仕様書 

・各種様式（様式第１号～第６号） 

 

(２)質問の受付及び回答 

ア 質問受付期限 

令和８年３月１７日（火）１７時まで【必着】 

イ 質問方法 

質問書（様式第 1号）に必要事項を記入の上、電子メール又はＦＡＸにて送信すること。 

※送信後は、電話による到着確認を必ず行うこと。 

※口頭等での質問は受け付けないものとする。 



ウ 回答方法 

質問内容を取りまとめ、電子メールで令和８年３月２４日（火）に一括回答する。回答によって、 

本実施要領及び仕様書を追加・修正したものとみなす。なお、必要に応じ、質問内容の一部を伏せ 

る場合がある。 

 

(３)参加申込書類・企画提案書及び見積書の提出 

ア 提出期限 

令和８年３月３０日（月）１７時まで【必着】 

イ 提出先 

  〒３４７－００６１ 

  埼玉県加須市諏訪一丁目３番６号 

加須市いきいき健康医療課(加須保健センター内) 

ウ 提出方法 

持参又は書留郵便（簡易書留又はレターパック）により提出すること。 

※窓口持参の場合は、事前に電話連絡をすること。 

※郵送の場合、提出期限までに必着とし、不着の場合の責任は市は負わない。 

エ 提出部数 

参加申込書類：各書類１部 

企画提案書類：正本１部、副本７部 計８部 

※副本は複写可とする。 

オ 提出書類一覧 

【参加申込書類】 

 提出書類 様式 備考 

１ 参加申出書 様式第２号 - 

２ 誓約書 様式第３号 - 

３ 会社概要及び業務実績 様式第４号 過去５年間の実績を記載 

４ プライバシーマーク登録証の写し - 有効期限内のもの 

５ ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１認証登録証の写し - 有効期限内のもの 

【企画提案書類】 

 提出書類 様式 備考 

１ 企画提案書（表紙） 様式第５号  

２ 企画提案書（本文） 任意様式 ５(３)カを参照 

３ 見積書 任意様式 見積明細を添付すること。 

※見積明細には、人件費、郵送料、印刷製本費、

通信運搬費、機器リース料等、本業務実施に係る

全ての経費を項目ごとに記載すること。 

※提出後は記載された内容の変更を認めない。 

４ 受診勧奨通知サンプル 任意様式  



 

カ 企画提案書(本文)の作成に関する注意事項 

 (ア)様式等 

・本文の様式は任意とするが、企画提案書(表紙)(様式第６号)と合わせて簡易製本すること。 

・資料はカラー、白黒を問わない。 

(イ)企画提案書に記載する項目 

以下の項目については全て記載すること。 

※内容は全て実現可能なものとし、提出後は、記載された内容の変更を認めない。 

 項目 

１ 特定健診受診率向上の達成に向けての提案 

２ 勧奨対象者の選定方法及びグループ分け 

３ 受診率向上のための工夫 

４ 受診勧奨の効果検証 

５ 実施スケジュール 

６ その他独自提案(ある場合のみ記載) 

７ 実施体制及び人員体制 

８ 市との役割分担及び業務支援体制 

９ 個人情報保護及び安全対策・危機管理の適正性 

10 業務実績 

(ウ)企画提案書類の取扱い 

・提出書類は、審査に必要な範囲において加須市が複製できるものとする。 

・加須市が企画提案の報告等のために必要な場合は、企画提案書の内容を無償及び無許可で 

使用できるものとする。 

・企画提案書の提出後、加須市の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

 

(４)プレゼンテーション審査及び受託候補者の決定 

ア 審査日時 

令和８年４月７日（火）（詳細な開始時間は別途通知） 

イ 審査場所 

加須保健センター 

ウ 審査方法 

加須市が設置する選定委員会において、提出書類及び企画提案書の内容について、プレゼンテー 

ション及びヒアリングによる審査を行う。 

エ 実施方法 

・プレゼンテーションの順序は、参加申出書の到着順とする。郵送で同時に配達されたものにつ 

いては、事業者名の五十音順の早い方を先とする。 

・１者につき参加人数は３名以内とし、参加法人の職員に限る。 

・１者につきプレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分以内とする。 



・プロジェクター等を使用する場合、パソコン、レーザーポインター等は持参すること。 

※電源・スクリーン・プロジェクターは加須市で用意可能。その他に必要な機材がある場合は、 

事前に申し出ること。 

  

(５)受託候補者の選定方法 

・５(３)カ(イ)の業務内容について、総合得点の高い順に評価順位を決定し、最高得点者を受託 

候補者として選定する。ただし、評価点が満点の６割に満たない場合は選考対象外とする。 

・最高得点者が複数いる場合は、審査員において協議を行い契約候補者を選定する。 

・参加事業者が１社であった場合も審査を行うものとする。 

 

(６)失格 

以下のいずれかに該当する応募は失格とする。 

・提出書類に故意に虚偽の記載をした場合 

・本要領等に記載の要件に適合していると認められない場合 

・その他本業務の遂行にふさわしくないと認められた場合 

・審査委員に対し、審査の公平さに影響を与える接触を行った場合 

・プレゼンテーション審査に出席しなかった場合 

 

(７) 選考結果の通知及び公表 

ア 結果の通知 

令和８年４月１４日（火）に、全ての参加者に結果を書面で通知する。 

イ 結果の公表 

選考結果は、加須市公式ホームページで公表する。 

受託候補者：事業者名及び評価点を公表 

その他の提案者：匿名で評価点のみ公表 

ウ 問い合わせ 

    評価経過や審査結果については、電話及びメールによる問合せには応じない。 

 

６ 受託候補者決定から事業開始まで 

(１)契約の締結 

選考後、受託候補者として選定された者と事業内容や契約金額について協議を行い、協議が整った 

場合に加須市と受託候補者の２者で契約を締結し、受託者を決定する。 

(２)契約内容 

契約締結後、令和８年４月下旬を目途に加須市と個別に契約を締結する。 

 

７ 留意事項 

  ・プロポーザル参加に関する一切の費用は参加事業者の負担とし、選考されなかったことによる損 

害等について、市は責任を負わないものとする。 



  ・参加申出書を提出後、都合により参加を辞退する場合は、市に連絡の上、速やかに「参加辞退届(様 

式第６号)」を提出すること。 

・本プロポーザルで知り得た情報（周知の情報を除く。）は、本プロポーザルの目的以外に使用し、 

又は第三者に開示若しくは漏洩しないこと。 

・本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、加須市情報公開条例(平成２２年加須市条例

第９号)の規定に基づき、提案書等を公開することがある。 

・緊急等やむを得ない理由により、加須市がプロポーザルを実施することができないと判断した場 

合は、プロポーザルを中止することがある。 

・業者決定後、市は事業の円滑かつ具体的な実施のために提案内容の変更や新たな事項を求める場 

合がある。 

 

８ 問合せ先 

窓口 加須市いきいき健康医療課 

所在地 〒３４７-００６１ 

埼玉県加須市諏訪一丁目３番６号(加須保健センター内) 

電話番号 ０４８０－６２－１３１１ 

ＦＡＸ番号 ０４８０－６２－１１５８ 

メールアドレス kenkou@city.kazo.lg.jp 

受付時間 平日 ８時３０分から１７時１５分まで 
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